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「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
案
」
が
六

月
二
〇
日
、
参
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、

成
立
し
た
。
過
労
死
等
の
防
止
に
向
け
た
対

策
の
効
果
的
な
推
進
を
国
の
責
務
と
定
め
、

大
綱
の
策
定
や
年
次
報
告
の
提
出
、
過
労
死

等
防
止
対
策
推
進
協
議
会
の
設
置
（
厚
生
労

働
省
内
）、
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
（
一

一
月
）
の
設
定
な
ど
を
求
め
た
も
の
。
公
布

（
二
七
日
）
か
ら
六
カ
月
以
内
に
、
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

過
労
死
等
の
防
止
に
向
け 

国
の
責
務
を
規
定

　
「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
」
は
「
近
年
、

我
が
国
に
お
い
て
過
労
死
等
が
多
発
し
大
き

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
本
人
は

も
と
よ
り
そ
の
遺
族
・
家
族
の
み
な
ら
ず
社

会
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
こ
と
」

に
鑑
み
、「
過
労
死
等
に
関
す
る
調
査
研
究
等

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
防
止

の
た
め
の
対
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
過
労
死

等
が
な
く
仕
事
と
生
活
を
調
和
さ
せ
、
健
康

で
充
実
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
社
会
の
実
現

に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た

（
第
一
条
関
係
）。

　

同
法
で
は
、
過
労
死
等
を
「
業
務
に
お
け

る
過
重
な
負
荷
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
も
し
く

は
心
臓
疾
患
を
原
因
と
す
る
死
亡
、
も
し
く

は
業
務
に
お
け
る
強
い
心
理
的
負
荷
に
よ
る

精
神
障
害
を
原
因
と
す
る
自
殺
に
よ
る
死
亡
、

ま
た
は
こ
れ
ら
の
脳
血
管
疾
患
も
し
く
は
心

臓
疾
患
も
し
く
は
精
神
障
害
を
い
う
」
と
幅

広
に
定
義
（
第
二
条
関
係
）。
そ
の
う
え
で
、

過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
効
果

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
「
国
の
責
務
」（
地
方

公
共
団
体
に
は
国
と
協
力
す
る
努
力
義
務
、

事
業
主
は
対
策
に
協
力
す
る
努
力
義
務
、
国

民
に
は
過
労
死
等
を
防
止
す
る
重
要
性
を
自

覚
し
関
心
と
理
解
を
深
め
る
努
力
義
務
）
と

定
め
（
第
四
条
関
係
）、
①
過
労
死
等
の
防

止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
大
綱
の
策
定

（
第
七
条
関
係
）、
②
過
労
死
等
の
概
要
お

よ
び
政
府
が
講
じ
た
施
策
の
状
況
に
関
す
る

年
次
報
告
書
の
提
出
（
第
六
条
関
係
）、
③

厚
生
労
働
省
内
に
お
け
る
過
労
死
等
防
止
対

策
推
進
協
議
会（
委
員
二
〇
人
以
内
で
組
織
）

の
設
置
（
第
一
二
・
一
三
条
関
係
）、
④
過

労
死
等
防
止
啓
発
月
間
（
一
一
月
）
の
設
定

（
第
五
条
関
係
）
―
―
な
ど
を
規
定
し
た
。

　

ま
た
、
過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
の
対

策
と
し
て
、
⑤
過
労
死
等
に
関
す
る
調
査
研

究
等
（
調
査
研
究
、
情
報
収
集
、
整
理
、
分

析
お
よ
び
提
供
）
の
実
施
（
第
八
条
関
係
）、

⑥
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
た
過
労

死
等
の
防
止
の
重
要
性
に
係
る
啓
発
（
第
九

条
関
係
）、
⑦
適
切
な
対
処
を
行
う
体
制
の

整
備
等
（
過
労
死
等
の
恐
れ
が
あ
る
者
や
そ

の
親
族
等
の
相
談
機
会
、
産
業
医
そ
の
他
の

過
労
死
等
の
相
談
に
応
じ
る
者
に
対
す
る
研

修
機
会
の
確
保
等
）（
第
一
〇
条
関
係
）、
⑧

過
労
死
等
の
防
止
に
関
す
る
民
間
団
体
の
活

動
に
対
す
る
支
援
（
第
一
一
条
関
係
）
⑨
調

査
研
究
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
過
労
死
等
の
防
止
に
必

要
な
法
制
上
・
財
政
上
の
措
置
（
第
一
四
条

関
係
）
―
―
な
ど
を
求
め
た
。

　

な
お
、
調
査
研
究
等
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、「
過
労
死
等
が
生
じ
る
背
景
等
を
総
合
的

に
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
業
務
で
過
重
な
負

荷
ま
た
は
強
い
心
理
的
負
荷
を
受
け
た
こ
と

に
関
連
す
る
死
亡
・
傷
病
に
つ
い
て
、
事
業

を
営
む
個
人
や
法
人
の
役
員
等
に
係
る
も
の

を
含
め
て
広
く
対
象
と
す
る
」
こ
と
を
明
記

し
た
。
ま
た
、
同
法
の
施
行
後
三
年
を
目
途

と
し
、
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
と
す
る
、
見
直
し
規
定
も
盛
り
込
ま

れ
た
。

超
党
派
議
連
の
主
導
で 

全
会
一
致
で
成
立

　

過
労
死
等
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
過
労
死

防
止
基
本
法
制
定
を
目
指
す
超
党
派
議
員
連

盟
」（
代
表
世
話
人
＝
馳
浩
・
自
民
党
衆
議
院

議
員
）
が
昨
年
一
二
月
に
法
案
提
出
を
決
断
。

「
過
労
死
防
止
基
本
法
案
」
が
、
野
党
六
党

の
共
同
提
案
の
形
で
第
一
八
五
回
国
会
（
臨

時
）
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
与
党
内
で
の

調
整
等
が
間
に
合
わ
ず
に
、
継
続
審
議
と
さ

れ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
自
民

党
の
雇
用
問
題
調
査
会
に
「
過
労
死
等
防
止

に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
（
Ｗ
Ｔ
）」

が
起
ち
上
げ
ら
れ
、
関
係
省
庁
・
団
体
に
対

す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
交
え
た
八
回
に
わ
た
る

議
論
を
経
て
「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法

案
」（
超
党
派
案
）
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
先
の

野
党
案
に
差
し
替
え
る
形
で
第
一
八
六
回
国

会
（
常
会
）
で
の
審
議
に
至
り
、
両
院
の
厚

生
労
働
委
員
会
（
衆
議
院
五
月
二
三
日
、
参

議
院
六
月
一
九
日
）
と
も
全
会
派
一
致
で
、

可
決
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

　

こ
の
間
、
全
国
過
労
死
を
考
え
る
家
族
の

会
等
の
働
き
掛
け
で
「
過
労
死
防
止
基
本
法

制
定
を
目
指
す
超
党
派
議
員
連
盟
」
の
会
員

数
が
一
二
五
人
ま
で
増
え
、
ま
た
、「
過
労
死

防
止
基
本
法
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
」
を

採
択
し
た
自
治
体
も
、
一
〇
道
府
県
議
会
を

含
む
全
国
一
二
〇
地
方
議
会
を
数
え
た
こ
と

な
ど
が
、
成
立
を
後
押
し
し
た
。

　

成
立
に
際
し
開
か
れ
た
記
者
会
見
で
は
、

「
過
労
死
防
止
基
本
法
制
定
実
行
委
員
会
」

の
森
岡
孝
二
・
委
員
長
（
関
西
大
学
名
誉
教

授
）
が
「
こ
の
法
律
の
最
大
の
意
義
は
、
過

労
死
等
の
防
止
が
初
め
て
国
の
責
務
と
し
て

定
め
ら
れ
、
そ
の
調
査
研
究
、
啓
発
、
相
談

体
制
の
整
備
、
民
間
団
体
の
活
動
支
援
な
ど

が
盛
り
込
ま
れ
た
点
。
過
労
死
等
の
防
止
を

国
民
的
な
課
題
と
す
る
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
が

踏
み
出
さ
れ
た
」
な
ど
と
強
調
し
た
。
ま
た
、

全
国
過
労
死
を
考
え
る
家
族
の
会
か
ら
は

「
息
子
や
娘
を
失
っ
た
親
と
し
て
は
あ
と
一

〇
年
早
く
出
来
て
い
れ
ば
と
の
気
持
ち
も
あ

る
が
、
健
康
的
に
働
け
る
日
本
に
す
べ
く
法

律
に
魂
を
入
れ
る
活
動
を
こ
れ
か
ら
も
頑
張

り
た
い
」
な
ど
と
す
る
思
い
が
表
明
さ
れ
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

過
労
死
対
策

4

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
が
成
立




